
あ
な
た
が
夫
（
妻
）
や
恋
人
か
ら
の

暴
力
を
受
け
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
？
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Ｄ
Ｖ
っ
て
何
？

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
）
と
は
、
日
本
語
に
直
訳
す
る
と

「
家
庭
内
暴
力
」
と
な
り
ま
す
が
、
一
般

的
に
は
「
夫
や
恋
人
な
ど
親
密
な
関
係
に

あ
る
、
ま
た
は
あ
っ
た
男
性
か
ら
女
性
に

対
し
て
振
る
わ
れ
る
暴
力
」
と
い
う
意
味

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。愛

情
で
結
ば
れ
て
い
る
は
ず
の
夫
婦
、

恋
人
の
間
で
も
暴
力
は
発
生
す
る
の
で

す
。夫

、
恋
人
が
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
怒

鳴
る
、
殴
る
、
暴
言
を
浴
び
せ
る
、
行
動

を
監
視
制
限
す
る
、
セ
ッ
ク
ス
を
強
要
し

た
り
、
避
妊
に
協
力
し
な
い
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て
暴
力
な
の
で
す
。

Ｄ
Ｖ
の
多
く
は
家
庭
内
と
い
う
密
室
の

中
で
起
こ
り
、
今
ま
で
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

問
題
、
”犬
も
食
わ
な
い
夫
婦
喧
嘩
“と
片

づ
け
ら
れ
た
り
、「
あ
な
た
も
悪
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
？
」「
そ
ん
な
こ
と

ぐ
ら
い
耐
え
る
べ
き
だ
」
と
言
わ
れ
た
り

し
ま
し
た
。

で
も
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
？

見
知
ら
ぬ
人
に
暴
力
を
ふ
る
う
と
犯
罪
と

な
る
の
に
、
家
庭
の
中
で
、
妻
に
ふ
る
わ

れ
た
暴
力
は
、
罪
に
問
わ
れ
な
い
、
そ
ん

な
道
理
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
は
単
に
妻
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
の
子
ど
も
に
対
し
て
も
暴
力
が

行
わ
れ
た
り
、
暴
力
を
目
の
前
に
し
て
そ

の
後
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

も
の
で
あ
り
、
重
大
な
人
権
侵
害
行
為
で

す
。
そ
の
背
景
に
は
、
社
会
の
構
造
的
問

題
も
あ
り
ま
す
。

国
（
内
閣
府
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
Ｖ

の
被
害
者
は
、
約
七
割
が
女
性
で
す
。

Ｄ
Ｖ
の
サ
イ
ク
ル

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
は
、
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
繰

り
返
し
の
パ
タ
ー
ン
に
は
、
三
つ
の
段
階

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
た
女
性
の
す
べ
て

に
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
て
は
ま
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
は
、

ど
こ
か
で
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
エ
ス
カ
レ

ー
ト
し
て
い
く
の
で
す
。

男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関
す
る
調
査

全
国
の
男
女
を
対
象
に
国
（
内
閣
府
）

が
行
っ
た
「
男
女
間
の
暴
力
に
関
す
る
調

査
」（
平
成
十
四
年
十
月
調
査
）
に
よ
る

と
、
夫
婦
間
の
暴
力
な
ど
の
被
害
は
、
女

性
の
割
合
が
高
い
と
い
う
こ
と
、
被
害
者

も
加
害
者
も
年
齢
、
学
歴
、
職
種
、
年
収

に
関
わ
り
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
被
害
の
現
状
は
、
二
十
人
に
一

人
が
、
命
の
危
険
を
感
じ
る
く
ら
い
の
暴

行
を
受
け
て
い
る
と
い
う
深
刻
な
実
態
や

「
自
分
さ
え
我
慢
す
れ
ば
」「
自
分
に
も
悪

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
」「
恥
ず
か
し

く
て
誰
に
も
言
え
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
、

約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
被
害
を
受
け

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
に
も
相

談
せ
ず
、
被
害
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
な

ど
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

【相談の有無】

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防

止法）が平成13年10月13日から施行され今年で２年が経ちました。

しかし、依然としてＤＶ（夫や恋人からの暴力）被害は後を絶ちま

せん。

ＤＶは、犯罪行為であり被害者やその家族の人権を踏みにじり、個

人の尊厳及び男女平等の実現を妨げる大きな問題です。

もしあなたがＤＶを受けたらどこに行けば良いのか？どこで相談し

たら良いのか？ＤＶに悩んでいるあなたをサポートします。

自分らしく、あなたらしく生きるために。

Ａ.身体的暴行のみを受けたことがある

Ｂ.心理的脅迫のみを受けたことがある

Ｃ.性的強要のみを受けたことがある

Ｄ.身体的暴行と心理的脅迫を受けたことがある

Ｅ.心理的脅迫と性的強要を受けたことがある

Ｆ.身体的暴行と性的強要を受けたことがある

Ｇ.身体的暴行、心理的脅迫と性的強要を受けたことがある

ａ.身体的暴行を受けたことがある

ｂ.心理的脅迫を受けたことがある

ｃ.性的強要を受けたことがある

ア.ＤＶによる命の危険を感じたことがある

イ.医師の治療が必要となるほどのＤＶ被害を受けたことがある』

【配偶者等からの被害経験】

男女間における暴力に関する調査（内閣府）

【相談しない理由】
Ａ.どこに相談するか分からなかった
Ｂ.恥ずかしくて誰にも言えなかった
Ｃ.相談してもむだだと思った
Ｄ.仕返し、暴力を受けると思った
Ｅ.不快な思いをすると思ったから
Ｆ.自分さえ我慢すればと思った
Ｇ.世間体が悪いから
Ｈ.他人を巻き込みたくなかったから
Ｉ.思い出したくなかったから
Ｊ.自分にも悪いところがあると思ったから
Ｋ.相談するほどのことではない
Ｌ.その他

A ２.２％ 
 

B 7.3％ 
 

C ２６.５％ 

J １６.３％ 
 

K ２９.６％ 
 

L２.０％ 

D ０.４％ 
 E ０.２％ 

F ７.１％ 
 
G ２.２％ 
 H ３.３％ 

 

I ２.７％ 
 

無回答 
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A
B

C
D
E
F
G
a
b
c
ア 
イ 

あ
な
た
が
夫
（
妻
）
や
恋
人
か
ら
の

暴
力
を
受
け
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
？

Ｄ
Ｖ
　
　
　
　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

開放期（ハネムーン期）

極端に優しくなり、プレゼン
トをしたりする。また、「絶対
に暴力をふるわない」と約束し
たりする。

緊張形成期
徐々にパートナーの緊張が
増し、ささいなことから怒鳴
ったり、平手打ちなどの暴力
をふるうようになる。

暴力爆発期
怒りのコントロールが
きかなくなり、激しい暴
力をふるうようになる。

DVの
サイクル
DVの
サイクル



◯暴力を受けた状況 

 

一時保護 

県警 

沖縄県女性相談所 
配偶者暴力相談 
支援センター 
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県
の
Ｄ
Ｖ
対
策
事
業

県
で
は
、
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）
の

被
害
に
あ
っ
た
方
に
対
し
、
警

察
、
女
性
相
談
所
（
配
偶
者
暴

力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
等
で
、

相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

女
性
相
談
所
（
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
一

時
保
護
や
自
立
支
援
な
ど
の
手

助
け
も
行
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
県
民
を
対
象
と
し

た
「
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）」
に
対
す

る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
講
演

会
や
大
学
生
を
対
象
と
し
た
啓

発
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
市
町
村
で
Ｄ
Ｖ
被
害

者
を
支
援
す
る
職
員
等
（
市
町

村
男
女
共
同
参
画
行
政
担
当
者
、

住
民
課
職
員
、
そ
の
他
関
連
職

員
、
教
職
員
、
相
談
員
、
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
及
び
病
院
職
員
等
）

を
対
象
と
し
た
講
習
会
を
開
催

し
、
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
、
被
害
者
へ
の
支
援
方
法

を
習
得
し
て
も
ら
い
ま
す
。

あなたがお困りの時は、こんなことができます。

県
女
性
相
談
所

所
長

黒
木
　
美
智

●
女
性
相
談
所
で
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
方
に
対

し
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か

女
性
相
談
所
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か

ら
、「
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と

し
て
の
機
能
が
付
与
さ
れ
、
①
被
害
者
に
対
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
（
電

話
・
来
所
）、
②
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
③
被
害

者
や
そ
の
同
伴
家
族
の
一
時
保
護
、
④
自
立
の

た
め
の
社
会
資
源
活
用
等
の
情
報
の
提
供
、
⑤

保
護
命
令
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
の
情
報
の
提

供
及
び
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
相
談
件
数
に
つ
い
て
、
何
件
く
ら
い
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
？
増
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ｄ
Ｖ
相
談
に
は
、
電
話
、
来
所
、
移
動
・
出

張
相
談
が
あ
り
ま
す
が
、
相
談
件
数
は
、
平
成

十
二
年
度
三
二
一
件
、
十
三
年
度
三
九
九
件
、

十
四
年
度
が
五
八
五
件
と
、
年
々
増
加
し
て
お

り
ま
す
。

●
相
談
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う

か
？

「
加
害
者
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
た
い
」、「
離

婚
を
し
て
自
立
を
し
た
い
」、「
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
、
保
護
命
令
制
度
を
利
用
し
た
い
」、

「
一
時
保
護
さ
れ
、
心
身
共
に
休
み
た
い
」
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

（
女
性
相
談
所
で
保
護
命
令
制
度
を
利
用
し
、

裁
判
所
か
ら
書
面
提
出
を
求
め
ら
れ
た
実
績
件

数
は
、
平
成
十
三
年
度
三
件
、
十
四
年
度
五
一

件
に
対
し
、
十
五
年
度
は
七
月
末
時
点
で
す
で

に
三
一
件
と
な
っ
て
お
り
、
年
間
で
は
か
な
り

の
利
用
者
が
見
込
ま
れ
ま
す
）

●
一
時
保
護
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う

か
？

短
期
的
に
加
害
者
と
離
れ
、
別
の
施
設
で
安

全
に
生
活
す
る
こ
と
で
す
。
緊
急
避
難
施
設
で

す
。女

性
相
談
所
に
は
、
和
室
が
八
室
、
定
員
二

十
人
（
同
伴
児
も
含
む
）
の
一
時
保
護
施
設
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
衣
類
・
食
事
の
提
供
な

ど
、
女
性
が
『
着
の
身
着
の
ま
ま
』
で
来
ら
れ

て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
態
勢
で
臨
ん
で
お
り
ま

す
。

●
一
時
保
護
は
子
ど
も
や
乳
幼
児
を
連
れ
て
い

て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
し
ょ
う
か
？

子
ど
も
な
ど
の
同
伴
家
族
も
一
緒
に
保
護
さ

れ
ま
す
。
五
〜
六
人
の
同
伴
児
が
一
緒
に
保
護

さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
女

性
が
子
ど
も
を
連
れ
て
来
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
子
ど
も
の
年
齢
に
よ
っ
て
は
他
の

機
関
へ
の
協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

●
一
時
保
護
さ
れ
る
方
は
、
ど
の
く
ら
い
お
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ｄ
Ｖ
で
一
時
保
護
さ
れ
た
方
は
、
平
成
十
二

年
度
一
七
五
人
（
う
ち
同
伴
児
八
七
人
）、
十

三
年
度
二
〇
九
人
（
う
ち
同
伴
児
一
一
六
人
）、

十
四
年
度
二
三
二
人（
う
ち
同
伴
児
一
二
八
人
）

で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が
同
伴
児
も
一
緒
に
保

護
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
一
時
保
護
さ
れ
た
女
性
が
自
立
す
る
た
め
の

支
援
策
は
？

一
時
保
護
さ
れ
た
女
性
の
み
だ
け
で
な
く
、

当
相
談
所
に
か
か
わ
る
被
害
女
性
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
策
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

事
情
に
よ
り
支
援
策
は
異
な
り
ま
す
が
、
例
え

ば
生
活
保
護
を
受
け
る
の
な
ら
福
祉
事
務
所
、

働
き
な
が
ら
自
立
を
目
指
す
の
な
ら
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
、
保
護
命
令
申
し
立
て
を
す
る
の
な
ら
地

方
裁
判
所
、
離
婚
す
る
の
な
ら
家
庭
裁
判
所
、

ま
た
、
親
権
・
財
産
の
相
談
が
必
要
な
ら
弁
護

士
へ
の
法
律
相
談
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
保
護
さ

れ
た
女
性
は
と
り
あ
え
ず
心
身
を
休
め
、
そ
れ

か
ら
女
性
相
談
所
の
相
談
指
導
員
と
共
に
本
人

の
望
む
支
援
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
公
的
機
関
の
手
続
き
に
職
員
が
同

行
す
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。

●
警
察
と
の
連
携
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

絶
え
ず
、
警
察
と
は
連
携
し
て
お
り
ま
す
。

暴
力
を
受
け
た
女
性
が
警
察
署
へ
駆
け
込
み
、

警
察
署
経
由
で
当
保
護
所
で
保
護
さ
れ
た
ケ
ー

ス
も
最
近
は
増
え
て
お
り
ま
す
。
保
護
さ
れ
た

後
も
警
察
の
協
力
を
得
て
加
害
者
と
の
話
し
合

い
に
立
ち
会
っ
た
り
、
身
の
回
り
品
を
自
宅
に

取
り
に
行
く
際
に
同
行
し
た
り
、
警
察
は
非
常

に
協
力
的
で
す
。

●
相
談
や
一
時
保
護
に
つ
い
て
、
秘
密
は
守
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
職
員
に
は
守
秘
義
務

が
あ
り
、
被
害
者
か
ら
の
相
談
や
、
保
護
さ
れ

て
い
た
期
間
に
知
り
得
た
個
人
の
情
報
や
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
こ
と
は
、
他
人
に
漏
ら

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
被
害
者
の
人
権
を
尊

重
し
な
が
ら
丁
寧
に
対
応
を
し
て
い
ま
す
。

●
最
後
に
Ｄ
Ｖ
で
悩
ん
で
い
る
方
へ

身
体
に
何
ら
か
の
傷
を
負
わ
せ
る
こ
と
だ
け

が
暴
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
的
な
苦
痛
を

強
い
ら
れ
、
圧
迫
を
与
え
る
行
動
や
行
為
も
暴

力
で
す
。悩
み
を
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
で
、

話
し
て
く
だ
さ
い
。
自
分
自
身
を
取
り
戻
す
た

め
に
、
是
非
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
女
性
相

談
所
は
、
被
害
者
の
自
立
に
向
け
、
精
一
杯
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い

暴
力
の
事
実
を
第
三
者
に
知
っ
て
も
ら

う
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
話
を

聞
い
て
も
ら
う
だ
け
で
心
が
軽
く
な
り
、

気
持
ち
が
整
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り

ま
す
し
、
あ
な
た
の
知
ら
な
か
っ
た
対
策

に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※県女性相談所・配偶者暴力相談支援センター、沖縄県警察安全相談はＤＶの、
それ以外の３カ所は女性問題全般の相談をお受けしています。
※とにかく緊急時には110番へ

☆あなたのまわりには、こんな相談機関があります。
まずは一人で悩まずに相談しましょう。

保護命令とは？
被害者を守るために、裁判所が加害者に対し出す命令で、
生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいと判断
した場合に出されます。命令に違反すれば、１年以下の懲
役または100万円以下の罰金に処せられます。

“接近禁止命令”
加害者が被害者の身辺に付きまとったり、
被害者の住居、勤務先などの付近をはいか
いすることを６カ月間禁止するものです。

“退去命令”
加害者に対し、２週間、家から出ていくよう
命ずるものです。夫婦が生活の本拠をともに
する場合のみ、出されます。

県女性相談所 
配偶者暴力相談支援センター 

（月～金） 
（土・日・祝） 

8:30～17:00
10:00～17:00

24時間 

年末年始 

日・月曜 
年末年始 

日曜・祝 
年末年始 

年中無休 

年中無休 

相談機関 電話番号 受付時間 休日 

10:00～12:00 
13:00～17:00

10:00～12:00 
13:00～16:00

8:30～17:00 
（時間外は留守番電話で対応） 

098-854-1172

098-863-9110 
（または♯9110） 

098-868-4010

098-861-7515

098-853-1102

沖縄県警察 
警察安全相談 

沖縄県女性総合センター 
てぃるる相談室 

なは女性センター 
「ダイヤルうない」 

那覇地方法務局 
「女性の人権ホットライン」 

沖
縄
県
警
察
本
部

生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

課
長

北
川
　
英
行

平
成
十
三
年
十
月
十
三
日
の
Ｄ
Ｖ
防
止
法
施
行

か
ら
今
年
六
月
末
現
在
で
警
察
が
受
け
た
Ｄ
Ｖ
相

談
は
四
九
八
件
で
す
。
そ
の
う
ち
一
三
四
件
が
傷

害
や
暴
行
等
で
検
挙
さ
れ
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
に
基
づ

く
接
近
禁
止
等
の
保
護
命
令
は
七
〇
件
が
発
令
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

警
察
に
相
談
の
あ
っ
た
四
九
八
件
の
う
ち
約
四

割
が
傷
害
等
で
検
挙
さ
れ
た
り
、
保
護
命
令
を
発

令
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
は
、
世
間
体
を
気
に
し
て

誰
に
も
相
談
し
な
い
た
め
、
暴
力
が
ま
す
ま
す
エ

ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
Ｄ

Ｖ
防
止
法
の
施
行
に
よ
っ
て
泣
き
寝
入
り
を
せ

ず
、
一
一
〇
番
通
報
し
た
り
、
事
件
化
を
希
望
す

る
方
々
が
増
え
て
お
り
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
の
加
害
者
は
、「
妻
を
殴
っ
て
何
が
悪
い

の
か
」
と
の
認
識
し
か

な
い
人
が
い
ま
す
が
、

夫
婦
間
の
暴
力
は
「
犯

罪
行
為
」
で
あ
り
、
警

察
は
被
害
者
の
意
向
を

尊
重
し
て
厳
正
に
対
処

し
て
お
り
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
は
家
庭
内
と
い

う
密
室
で
行
わ
れ
、
外

部
か
ら
発
見
さ
れ
に
く

い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
配
偶
者
か
ら
暴

力
を
受
け
て
悩
ん
で
お

ら
れ
る
方
は
、
一
人
で

悩
む
こ
と
な
く
今
す
ぐ

最
寄
り
の
警
察
署
や
交

番
等
で
直
接
相
談
さ
れ

る
か
、
電
話
で
相
談
さ

れ
て
、
早
め
に
最
良
の

解
決
策
を
模
索
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。

平成14年

平成15年

保護命令の発令

10

28

平成14年と平成15年上半期の対比

傷害等の検挙

26

53

命令違反

１

３

相談件数

129

133

●お問い合わせ　県男女共同参画室　TEL.098-866-2010 FAX.098-866-2014


